
大森　正治  議員

【
大
森
】
安
倍
政
権
は
、

歴
代
内
閣
が
否
定
し
て
き

た
集
団
的
自
衛
権
行
使
容

認
を
閣
議
決
定
し
よ
う
と

躍
起
に
な
っ
て
い
る
。

　
自
衛
隊
の
海
外
で
の
武

力
行
使
容
認
は
、
戦
争
が

で
き
る
国
に
す
る
こ
と
で

あ
り
、
憲
法
９
条
を
壊
し
、

国
の
形
を
根
底
か
ら
く
つ

が
え
す
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
ど
う
考
え
る
か
。

【
町
長
】
世
界
平
和
を
希

求
し
て
き
た
日
本
が
先
頭

に
立
って
、
武
力
に
よ
る
紛

争
解
決
で
は
な
く
、
外
交

努
力
に
よ
る
解
決
に
尽
力

さ
れ
る
こ
と
を
政
府
に
望

み
た
い
。

【
大
森
】
今
後
、
自
衛
隊

に
関
す
る
業
務
は
ど
う
す

る
の
か
。

【
町
長
】
自
衛
隊
法
・
地

方
自
治
法
な
ど
、
法
に
し

た
が
って
行
う
。

集団的自衛権の
行使容認どう考える？

外交解決を望む町長

介護はどうなる？

改正後も対応できる町長

【
大
森
】「
介
護
・
医
療
総

合
確
保
法
案
」
は
、
要
支

援
者
の
訪
問
・
通
所
介
護

を
介
護
保
険
か
ら
除
外
す

る
な
ど
、
介
護
保
険
の
大

改
悪
で
あ
る
。

　
訪
問
・
通
所
介
護
の
町

へ
の
事
業
移
行
に
と
も
な

い
、
ど
う
対
応
す
る
の
か
。

【
町
長
】
本
町
で
は
、
平
成

27
年
度
で
の
移
行
は
で
き
な

い
。
平
成
29
年
度
末
ま
で

に
、
新
し
い
総
合
事
業
に
よ

る
サ
ー
ビ
ス
を
検
討
す
る
。

【
大
森
】
特
養
へ
の
入
所
に

つ
い
て
は
ど
う
か
。

【
町
長
】
現
在
、
特
養
入

所
者
は
１
０
８
人
で
、
全
員

が
入
所
で
き
る
。
改
正
後

も
ほ
と
ん
ど
影
響
は
な
い
。

教育委員会事務局

教育
委員長

【
大
森
】
関
係
法
の
改
定

に
よ
っ
て
、
首
長
の
権
限

が
強
ま
り
、
国
や
首
長
の

教
育
内
容
へ
の
介
入
、
教

育
の
支
配
な
ど
、
教
育
委

員
会
の
中
立
性
・
独
立
性

が
損
な
わ
れ
る
恐
れ
が
あ

る
。

　
安
倍
政
権
に
よ
る
こ
の

改
変
を
ど
う
考
え
る
か
。

【
教
育
委
員
長
】
本
町
で

は
、
適
切
な
教
育
行
政
を

教
育
委
員
会
制
度
の

改
変
ど
う
考
え
る
？

改
革
の
必
要
を
感
じ
な
い

進
め
て
お
り
、
制
度
改
革

の
必
要
を
感
じ
な
い
。

　

法
改
正
後
も
、
子
ど
も

の
発
達
を
保
障
し
、
町
長・

教
育
長
・
教
育
委
員
会
が

適
切
に
連
携
し
、
政
治
的

中
立
性
、
継
続
性
・
安
定

性
の
確
保
に
努
め
る
。

【
町
長
】
教
育
委
員
会
の

意
思
を
尊
重
し
、一定
の
独

立
性
と
信
頼
性
を
保
ち
な

が
ら
教
育
行
政
を
進
め
る
。

デイサービスで活動後のひととき
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定
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